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地
方
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止

　
　
　
効
率
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や
浪
費
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方
税
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に
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レ
ク
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に
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映

　
　
　
近
年
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税
増
税
が
著
し
い

　
　
　
税
収
依
存
度
の
低
い
こ
と
が
受
益
と
負
担
の
明
確
化
に
貢
献

　
　
　
税
率
格
差
は
最
大
で
三
・
一
倍

　
　
　
高
税
率
へ
の
歯
止
め
措
置

　
　
　
自
治
体
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
の
工
夫

　
　
一
般
交
付
金
制
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概
要
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果

　
　
　
財
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整
の
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え
方

　
　
　
財
政
調
整
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法
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ノ

　
　
　
ン
　
一
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概
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⇒
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口
　
四
　
岡
　
つ
　
α
　
ラ
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一
　
は
じ
め
に

　
か
つ
て
「
地
方
自
治
の
母
国
」
と
形
容
さ
れ
た
英
国
の
地
方
税
財
政
制
度
は
中
央
集
権
的
と
い
わ
れ
る
が
、
実
際
は
ど
う
な
っ
て

お
り
学
ぶ
べ
き
点
は
ど
こ
か
。
こ
れ
が
本
稿
の
問
い
で
あ
る
。
現
代
に
お
け
る
地
方
自
治
の
問
題
は
、
国
民
国
家
に
お
け
る
中
央
政

府
と
地
方
政
府
の
問
で
、
ヒ
ト
・
カ
ネ
・
権
限
・
情
報
な
ど
の
リ
ソ
ー
ス
が
い
か
に
配
分
さ
れ
て
い
る
か
と
い
う
い
わ
ゆ
る
政
府
間

関
係
（
鐸
Φ
遍
o
語
旨
ヨ
①
日
巴
邑
毘
o
冨
）
の
問
題
だ
け
で
な
く
、
あ
る
自
治
体
の
住
民
が
ど
の
よ
う
な
地
方
政
府
や
政
策
を
選
択

す
る
か
と
い
う
住
民
と
地
方
政
府
の
関
係
の
問
題
も
あ
る
。
同
じ
民
主
主
義
国
家
で
あ
っ
て
も
中
央
集
権
的
な
国
も
あ
れ
ば
地
方
分

権
的
な
国
も
あ
る
（
水
口
、
二
〇
〇
〇
）
。
政
府
間
関
係
の
視
点
か
ら
中
央
集
権
的
で
あ
っ
て
も
、
住
民
と
地
方
政
府
の
関
係
の
視
点

か
ら
は
地
方
分
権
的
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

　
地
方
自
治
を
考
察
す
る
と
き
、
集
権
（
8
耳
邑
一
N
呂
曾
）
ー
分
権
（
牙
8
導
邑
一
N
呂
9
）
と
い
う
軸
に
加
え
て
、
わ
が
国
で
は
、

分
離
（
ω
8
震
呂
9
）
1
融
合
（
一
旨
①
課
琶
9
）
と
い
う
軸
が
考
え
ら
れ
て
き
た
（
天
川
、
一
九
八
六
）
。
分
離
と
は
、
中
央
政
府
と
地

方
政
府
の
役
割
や
機
能
が
戴
然
と
分
離
さ
れ
て
い
る
た
め
責
任
関
係
は
明
確
で
あ
る
状
態
を
、
ま
た
、
融
合
と
は
、
国
と
自
治
体
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

リ
ソ
ー
ス
的
に
相
互
依
存
し
て
融
合
し
て
い
る
た
め
、
責
任
が
あ
い
ま
い
で
あ
る
状
態
を
指
す
。
英
国
な
ど
ア
ン
グ
ロ
・
サ
ク
ソ
ン

諸
国
は
分
権
分
離
型
の
地
方
自
治
と
い
わ
れ
、
大
陸
諸
国
や
わ
が
国
の
地
方
自
治
は
集
権
融
合
型
と
い
わ
れ
て
き
た
。
わ
が
国
は
、

近
年
の
地
方
分
権
改
革
に
よ
り
分
権
融
合
型
な
い
し
分
権
分
離
型
に
変
わ
り
つ
つ
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
明
確
な
責
任
関
係
を
重
視
す

る
な
ら
分
権
分
離
型
を
指
向
す
る
だ
ろ
う
し
、
多
少
責
任
が
あ
い
ま
い
で
あ
っ
て
も
確
実
な
（
と
き
に
非
効
率
な
）
サ
ー
ビ
ス
提
供

を
重
視
す
る
な
ら
分
権
融
合
型
を
指
向
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
本
稿
で
は
、
よ
り
良
い
民
主
主
義
の
一
つ
の
あ
り
方
と
し
て
住
民
に

対
す
る
自
治
体
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明
責
任
）
を
明
確
に
し
、
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
高
め
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

の
立
場
に
立
っ
て
議
論
を
進
め
る
こ
と
に
す
る
。
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図表1　英国のカウンシル税一控えめなケーキの小さな1片

G ギリシャ（43，1） フインランド（47，22） スウェーデン（52，30）

D
P
に
・

40％超
オランダ（41，3） フランス（45，10）

ノルウェー（43，18）

デンマーク（49，32）

ベルギー（46，28）

占 イタリア（43，12）
め
る
・
…

英国（37．3．8） ニユージーランド（35，6） カナダ＊（37，46）

税 30－40 アイルランド（32，2） スペイン（34，17） ドイツ＊（37，30）

収
の
％ オーストラリア＊（30，22） スイス＊（35，34）

割
ム
ロ 日本（28，25） 米国＊（28，31）

（
ケ 30％未

1 満
キ

）

5％未満 5 25％ 25％超

税収に占める地方税の割合 （1片）

（原注）カッコ内の左の数字はGDPに占める税収の割合を、右の数字は、税収に占める地方税の

割合を示す。＊は連邦制の国。右の数字二州税＋地方税

（出所）Wilson　and　Game（2002，203）の図10．2

　
分
権
分
離
型
の
地
方
自
治
に
お
い
て
は
、
住
民
は
、
地
方
政
府
が

提
供
す
る
サ
；
ビ
ス
か
ら
受
け
る
受
益
と
支
払
う
負
担
の
関
係
を
み

ず
か
ら
選
択
し
、
み
ず
か
ら
責
任
を
取
る
（
自
己
選
択
・
自
己
責
任
）

と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。
英
国
の
地
方
税
財
政
制
度
は
中
央
集
権
的

で
は
あ
る
が
、
住
民
が
地
方
選
挙
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
地
方
政
府

や
政
策
を
選
択
す
る
か
み
ず
か
ら
投
票
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う

意
味
に
お
い
て
分
権
的
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
近
藤
賢
治
（
二
〇
〇

一
a
、
b
）
の
優
れ
た
研
究
に
よ
り
な
が
ら
英
国
の
地
方
税
財
政
制

度
を
見
て
ゆ
く
が
、
と
く
に
地
方
税
財
政
の
実
態
と
政
党
政
治
と
の

関
係
に
留
意
し
た
い
と
思
う
。

二
　
地
方
税
制
度
の
概
要
と
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ

　
H
　
国
際
比
較
的
に
見
て
英
国
の
地
方
税
は
か
な
り
小
さ
い

　
英
国
自
治
体
の
自
主
財
源
は
国
際
比
較
的
に
見
て
か
な
り
小
さ
い
。

図
表
1
は
、
G
D
P
に
占
め
る
政
府
税
収
の
割
合
（
ケ
ー
キ
）
と
、

政
府
税
収
に
占
め
る
地
方
税
の
割
合
（
一
片
）
の
二
つ
の
指
標
か
ら

先
進
諸
国
の
政
府
を
位
置
づ
け
て
み
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
を
見
る

と
、
英
国
は
、
G
D
P
に
占
め
る
政
府
税
収
の
割
合
は
三
七
％
と
中
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図表2　州／地方税収の構成（1998）

陣得・利潤 資　産 財サービス その他

〈連邦制国家＞ 1
カナダ

州税 1　49 6 45 0
地方税 l　o 93 1 6

米国
州税 40 4 56 0
地方税 6 73 21 0

ベルギー
州税 54 6 40 0
地方税 ［　84 14 2 0

ドイツ
州税 1　50 5 45 0
地方税 1　79 15 6 0

〈単一主権制国家＞

デンマーク 94 6 0 0
フィンランド 1　96 4 0 0
フランス 0 51 10 39

イタリア
ー

13 17 15 55

日本 47 31 21 1
オランダ 0 63 37 0
ノルウェー 90 8 2 0
スペイン 26 35 35 4
スウェーデン 100 0 0 0

英国

一1989 0 100 0 0
1990－93 0 0 0 100

1993一 0 100 0 0
（出所）Wilson　and　Game（2002，205）の表10．6

程
度
だ
が
、
政
府
税
収
に
占
め

る
地
方
税
の
割
合
は
わ
ず
か

三
・
八
％
と
小
さ
い
。
ミ
“

ω
O
ロ
四
昌
α
〇
四
ヨ
①
（
8
8
）
は
、

英
国
の
地
方
税
で
あ
る
カ
ゥ
ン

シ
ル
税
が
少
な
い
こ
と
を
「
控

え
め
な
ケ
ー
キ
の
小
さ
な
一

片
」
と
形
容
し
て
い
る
。

　
英
国
よ
り
さ
ら
に
地
方
税
の

割
合
が
小
さ
い
の
は
オ
ラ
ン
ダ

三
％
、
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
ニ
％
、

ギ
リ
シ
ャ
一
％
の
三
力
国
だ
け

で
、
こ
れ
ら
の
国
は
人
口
規
模

が
小
さ
い
。
英
国
と
同
程
度
の

人
口
規
模
を
も
つ
国
は
皆
一
〇

％
以
上
で
、
連
邦
制
を
採
る
ド
イ
ツ
三
〇
％
、
イ
タ
リ
ア
一
二
％
、
中
央
集
権
的
な
フ
ラ
ン
ス
で
も
一
〇
％
あ
る
。
ち
な
み
に
日
本

は
二
五
％
で
、
単
一
主
権
制
の
国
の
な
か
で
は
多
い
方
で
あ
る
。

　
図
表
2
が
示
す
よ
う
に
、
英
国
の
地
方
税
の
内
容
は
、
多
く
の
先
進
国
が
採
用
し
て
い
る
所
得
税
、
資
産
税
、
消
費
税
等
の
組
み

合
わ
せ
で
は
な
く
、
資
産
税
だ
け
の
単
一
課
税
で
あ
る
。
正
確
に
は
、
英
国
唯
一
の
地
方
税
で
あ
る
現
在
の
カ
ウ
ン
シ
ル
税
は
、
四
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○
○
年
間
続
い
て
き
た
と
い
う
以
前
の
資
産
税
で
あ
っ
た
居
住
用
レ
イ
ト
（
3
ヨ
①
呂
。
轟
誘
）
と
、

頭
税
（
ε
一
＝
壁
＼
8
ヨ
ヨ
⊆
巳
身
9
費
鴨
）
と
を
足
し
て
二
で
割
っ
た
性
格
を
も
っ
て
い
る
。

一
人
ひ
と
り
に
課
税
す
る
人

英国の地方税財政制度とアカウンタビリティ

図表3　カウンシル税の概要

課税標準 居住用資産の価格

納税義務者 居住用資産の占有者（占有者がいない場合は所有者）

税率 ・資産を評価額に応じてAからHまでの8つの価格帯に分類

し、価格帯ごとに課税額が決定。

・地方自治体は基準価格帯であるD価格帯の税額を決定（法

定の標準税率や制限税率はなし）

・D価格帯と、他の価格帯との税率の比率は法定

減免措置 ①割引制度

・空家、セカンドパウス等占有者がいない場合は50％の減税

・成人が1人しか居住しない場合は25％の減税

・成人が2人以上居住している場合は、割引措置なし

②給付（還付）制度

・居住者の所得水準により最大で100％の還付

資産評価 国（内国歳入庁評価局）が行う。定期的再評価の規定なし。

現在も、制度創設時の1991年4月時点での評価額を課税標準

としており、再評価は1度もなされていない。

徴税 基礎（下層）自治体が行う。

（出所）近藤（2001b．3）の表1

　
⇔
　
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
概
要

　
図
表
3
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
概
要
に
つ
い
て
ま
と
め
た
も
の

で
あ
る
。

　
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
課
税
標
準
は
居
住
用
資
産
の
価
格
で
あ
る
。

そ
の
資
産
評
価
は
国
（
内
国
歳
入
庁
評
価
局
）
が
行
う
こ
と
に

な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
定
期
的
再
評
価
の
規
定
は
な
く
、
現
在

も
、
制
度
創
設
時
の
一
九
九
一
年
四
月
時
点
で
の
評
価
額
を
課

税
標
準
と
し
て
お
り
、
再
評
価
は
こ
れ
ま
で
一
度
も
な
さ
れ
て

い
な
い
。
ど
の
政
党
も
資
産
の
市
場
価
格
が
上
昇
し
て
い
る
と

き
の
再
評
価
は
増
税
に
つ
な
が
る
た
め
、
再
評
価
を
い
や
が
る

か
ら
で
あ
る
。

　
税
率
は
、
さ
ら
に
図
表
4
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
資
産
を

評
価
額
に
応
じ
て
A
か
ら
H
ま
で
の
八
つ
の
価
格
帯
に
分
類
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
〕

価
格
帯
ご
と
に
課
税
額
が
決
定
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
価
格
帯
A

と
H
の
資
産
価
格
差
は
八
倍
だ
が
税
率
格
差
は
三
倍
と
な
る
よ

う
法
定
さ
れ
て
い
る
。
自
治
体
は
、
基
準
価
格
帯
で
あ
る
D
価
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格
帯
の
税
額
を
決
定
す
る
。
こ
の
と
き
法
定
の
標
準
税
率
や
制
限
税
率
な
ど
は
な
い
。
だ
が
、
D
価
格
帯
と
他
の
価
格
帯
と
の
税
率

の
比
率
が
法
定
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
カ
ウ
ン
シ
ル
税
に
は
割
引
制
度
と
給
付
（
還
付
）
制
度
と
が
あ
り
、
こ
れ
が
人
頭
税
的
な
要
素
と
な
っ
て
い
る
。
割
引
制
度
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
①
空
家
、
セ
カ
ン
ド
ハ
ウ
ス
等
占
有
者
が
い
な
い
場
合
の
所
有
者
（
オ
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ナ
ー
）
へ
の
課
税
は
五
〇
％
減
税
、
②
成
人
が
一
人
し
か
居
住
し
な
い
場

法
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
合
は
二
五
％
減
税
、
③
成
人
が
二
人
以
上
居
住
し
て
い
る
場
合
は
割
引
措

方定
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
置
な
し
、
と
な
っ
て
い
る
。
ま
た
給
付
（
還
付
）
制
度
に
つ
い
て
は
、
居

決率
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
者
の
所
得
水
準
に
よ
り
最
大
で
一
〇
〇
％
の
還
付
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。

税び
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
な
お
、
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
徴
税
団
体
は
下
層
（
基
礎
）
自
治
体
と
な
っ

よお
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
い
る
。

帯格価の
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
国
　
選
挙
権
の
な
い
法
人
に
対
す
る
地
方
税
目
は
廃
止

税ル
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
図
表
5
の
グ
ラ
フ
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
お
け
る
自
治
体
収
入
の
構
成

シ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
乳

図表4　カウン

居住用資産の価格 価格帯 税率（定額） 価格帯間比率（法定）

£4万以下 A £565 6
£4万超～£5。2万以下 B £659 7
£5．2万超～£6．8万以下 C £753 8
£6．8万超～£8．8万以下 D £847 9
£8．8万超～£12万以下 E £1035 11

£12万超～£16万以下 F £1223 13

£16万超～£32万以下 G £1412 15

£32万超 H £1694 18

／

麟欝難磁協
（出所）近藤（2001b，3）の表

変
化
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
年
代
に
よ
る
自
治
体
歳
入
の
変
化
が
よ
く

わ
か
る
と
思
う
。

　
以
前
の
地
方
税
に
は
、
居
住
用
レ
イ
ト
と
並
ん
で
事
業
用
レ
イ
ト

（
ぴ
島
ヨ
8
ω
蚕
9
ω
言
9
己
o
目
窃
日
轟
ε
盟
Z
U
勾
）
と
呼
ば
れ
る
法
人
に

対
す
る
資
産
課
税
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
一
九
九
〇
年
に
サ
ッ
チ
ャ
ー
保

守
党
政
権
は
、
居
住
用
レ
イ
ト
を
廃
止
し
て
人
頭
税
を
導
入
し
た
の
と
同

168



英国の地方税財政制度とアカウンタビリティ

図表5　自治体収入の構成変化（イングランド）

■居住者レート

■享蕎ティ’

■カウンシル税

團事業用レート

【］レート援助交付金

E］歳入援助交付金

ロサーヒス特定補助金

2001－2002

1992－93

1989－90

1975 76

100％8006600040％20（考oo％

（訳注）自治体収入には、手数料等の税外収入を含んでいないようである。仮にこれらを含むとする

と、自治体収入に占めるカウンシル税の割合は2001－2002年で約14％と、さらに小さくなる。

（出所）Wison　and　Game（2002，208）の図10．3．

時
に
、
事
業
用
レ
イ
ト
を
国
税
化
し
て
人
口
比
で
各
自
治
体
に
再

分
配
す
る
よ
う
な
譲
与
税
に
し
て
し
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
結

果
、
地
方
税
は
人
頭
税
の
み
と
な
り
、
し
か
も
自
治
体
収
入
に
占

め
る
自
主
財
源
比
率
は
、
そ
れ
ま
で
の
五
〇
％
台
か
ら
一
〇
％
台

へ
と
急
激
に
低
下
し
た
の
で
あ
る
。
自
主
財
源
比
率
が
低
く
な
っ

て
し
ま
っ
て
い
る
点
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
に
な
っ
た
現
在
も

同
じ
で
あ
る
。
ブ
レ
ア
の
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
i
中
道
路
線
は
、
ビ

ジ
ネ
ス
の
支
持
を
失
い
た
く
な
い
た
め
、
今
後
も
事
業
用
レ
イ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

を
地
方
税
に
戻
す
こ
と
を
し
な
い
だ
ろ
う
。

　
国
際
的
に
見
て
特
異
で
あ
り
、
長
い
伝
統
を
も
つ
英
国
の
地
方

税
改
革
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
し
ば
し
ば
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ

ー
議
会
に
お
け
る
政
党
政
治
の
影
響
を
強
く
受
け
て
き
た
と
い
え

る
。
資
産
課
税
で
な
く
所
得
課
税
を
主
と
し
た
方
が
公
平
で
あ
り
、

受
益
と
負
担
を
で
き
る
だ
け
一
致
さ
せ
る
た
め
自
治
体
の
住
民
に

対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
と
し
て
、
税
率
を
自

由
に
決
め
ら
れ
る
地
方
所
得
税
の
導
入
を
勧
告
し
た
レ
イ
フ
ィ
ー

ル
ド
委
員
会
報
告
（
鍔
魯
。
江
9
ヨ
ヨ
鐸
8
勾
8
0
琶
は
、
と
き

の
労
働
党
政
権
の
採
用
す
る
と
こ
ろ
と
は
な
ら
な
か
っ
た
（
北
村
、

一
九
九
八
）
。
ま
た
、
英
国
政
治
史
上
、
中
央
と
地
方
と
が
も
っ
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地方税率の設定方法

　　地方税率＝所要税額÷課税資産数

　　所要税額＝歳出予算一手数料収入や交付金・補助金収入等

（注）課税資産数は、評価額の異なる各価格帯の資産数を、税率の価格帯間比率を用

いて、すべてD価格帯に換算したものを用いている。なお、所要税額・Precepts／
demand　on　Collection　Fund，歳出予算額・The　Budget　Requirement．

（出所）近藤（2001b，2）。

と
も
先
鋭
に
対
立
し
た
一
九
九
〇
年
の
人
頭
税
導
入
と
そ
の
後
の
サ
ッ
チ
ャ
ー
か
ら
メ
ー
ジ
ャ
ー
へ
の

保
守
党
党
首
交
代
劇
は
、
た
と
え
地
方
税
で
あ
っ
て
も
税
金
が
依
然
と
し
て
政
党
政
治
の
重
要
な
争
点

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
な
り
う
る
こ
と
を
よ
く
示
し
て
い
る
（
ω
旨
一
9
簿
斜
一
8
“
）
9
げ
ω
o
P
一
〇
8
）
。

　
四
　
効
率
化
や
浪
費
は
地
方
税
率
に
ダ
イ
レ
ク
ト
に
反
映

　
自
治
体
に
お
け
る
予
算
の
決
め
方
に
は
一
つ
の
大
き
な
特
徴
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
地
方
議
会
は
、
ま

ず
歳
出
予
算
額
（
必
要
額
）
を
決
め
て
か
ら
、
次
に
地
方
税
率
（
法
定
さ
れ
て
い
な
い
）
を
決
め
る
、
と

い
う
点
で
あ
る
。
日
本
で
は
地
方
税
率
が
あ
ら
か
じ
め
法
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
地
方
議
会
に
よ
る
増

減
税
の
余
地
は
ほ
と
ん
ど
な
い
。
そ
こ
で
収
入
が
ま
ず
決
ま
り
、
そ
の
後
で
収
入
を
何
に
使
う
か
が
決

め
ら
れ
る
。
自
治
体
は
地
方
税
率
を
自
由
に
決
め
ら
れ
な
い
だ
け
で
な
く
、
自
動
的
に
入
っ
て
く
る
税

収
を
と
に
か
く
使
う
こ
と
だ
け
に
関
心
を
集
中
さ
せ
る
こ
と
に
な
る
。
効
率
化
や
節
約
の
イ
ン
セ
ン
テ

ィ
ブ
が
働
か
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
英
国
で
は
、
自
治
体
が
地
方
税
率
を
自
由
に
決
め
ら
れ
る
。
確
か
に
地
方
税
の
自
治
体
収

入
に
占
め
る
割
合
は
小
さ
い
が
、
そ
の
小
さ
な
部
分
に
つ
い
て
は
自
分
た
ち
で
自
由
に
決
め
ら
れ
る
の

で
あ
る
。
そ
し
て
、
国
が
定
め
た
標
準
支
出
査
定
額
を
超
え
る
部
分
の
支
出
は
地
方
税
で
賄
わ
な
く
て

は
な
ら
な
い
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
た
め
、
そ
の
自
治
体
の
効
率
化
や
浪
費
が
地
方
税
率
に
ダ
イ
レ
ク

ト
に
反
映
さ
れ
る
仕
組
み
に
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。
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図表6　自治体資金の構成変化

□
居
住
者
レ
イ
ト
／
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
・
チ
ャ
ー
ジ
／
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事
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イ
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購
国
の
補
助
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二
〇
〇
四
／
〇
五
年

二
〇
〇
三
／
〇
四
年

二
〇
〇
二
／
〇
三
年

二
〇
〇
一
／
〇
二
年

二
〇
〇
〇
／
〇
一
年

一
九
九
九
／
○
○
年

一
九
九
八
／
九
九
年

一
九
九
七
／
九
八
年

一
九
九
六
／
九
七
年

一
九
九
五
／
九
六
年

一
九
九
四
／
九
五
年

一
九
九
一
．
一
／
九
四
年

一
九
九
二
／
九
三
年

一
九
九
一
／
九
二
年

一
九
九
〇
／
九
一
年

一
九
八
九
／
九
〇
年

一
九
八
八
／
八
九
年

一
九
八
七
／
八
八
年

、
九
八
六
／
八
七
年

、
九
八
五
／
八
六
年

（出所）ODPM（2004．5）。

　
㊨
　
近
年
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税

　
　
増
税
が
著
し
い

　
し
か
し
、
最
近
で
は
、
英
国

経
済
の
景
気
拡
大
と
持
続
、
労

働
党
政
権
の
公
共
サ
ー
ビ
ス
拡

大
方
針
な
ど
の
要
因
に
よ
り
、

英
国
自
治
体
に
お
け
る
歳
出
拡

大
と
カ
ウ
ン
シ
ル
税
増
税
が
続

い
て
い
る
。
図
表
6
の
グ
ラ
フ

は
一
九
八
五
年
以
来
の
自
治
体

資
金
の
構
成
変
化
を
示
し
た
も

の
で
あ
る
。
一
九
八
○
年
代
サ

ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
権
の
時
代

に
国
と
鋭
く
対
立
し
た
自
治
体

の
資
金
構
成
は
、
国
か
ら
の
補

助
金
削
減
に
対
抗
し
て
居
住
者

レ
イ
ト
と
と
く
に
事
業
用
レ
イ

ト
の
増
税
に
よ
り
収
入
と
支
出

を
順
調
に
伸
ば
し
た
。
一
九
九
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○
年
代
の
メ
ー
ジ
ャ
ー
保
守
党
政
権
時
代
は
、
当
初
の
人
頭
税
導
入
と
そ
の
後
の
廃
止
・
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
導
入
と
い
う
混
乱
に
よ

っ
て
自
治
体
の
収
入
と
支
出
は
伸
び
な
く
な
り
、
地
方
税
・
国
か
ら
の
補
助
金
と
も
に
そ
れ
ほ
ど
増
え
な
か
っ
た
。
し
か
し
一
九
九

七
年
の
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
以
降
は
、
自
治
体
の
収
入
と
支
出
は
急
速
に
伸
び
て
お
り
、
そ
れ
に
つ
ら
れ
て
地
方
税
や
国
か
ら
の
補

助
金
も
増
え
て
い
る
。

　
と
く
に
最
近
で
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
増
税
率
が
高
く
、
し
ば
し
ば
マ
ス
・
メ
デ
ィ
ア
に
も
取
り
上
げ
ら
れ
て
い
る
。
二
〇
〇
三
／

〇
四
年
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
平
均
の
カ
ウ
ン
シ
ル
税
率
は
前
年
度
に
比
べ
て
二
丁
九
％
も
上
昇
し
た
（
＞
＆
評
O
o
B
巨
甲

巴
O
P
8
8
α
）
。
次
の
選
挙
の
前
ま
で
に
、
増
税
に
対
す
る
中
産
階
級
の
反
発
を
和
ら
げ
て
お
く
た
め
、
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
財

務
大
臣
は
、
自
治
体
に
対
し
て
四
億
六
百
万
ポ
ン
ド
（
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
に
は
三
億
四
千
万
ポ
ン
ド
）
の
補
助
金
を
注
入
す
る
と
発
表
し

た
。
こ
の
背
景
に
は
、
好
調
な
英
国
経
済
の
も
と
で
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
が
教
育
を
筆
頭
と
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
を
積
極
的
に
拡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
）

大
さ
せ
て
い
る
と
い
う
事
実
が
あ
る
。
ブ
ラ
ウ
ン
は
、
プ
レ
・
バ
ジ
エ
ッ
ト
演
説
に
お
い
て
、
向
こ
う
数
年
間
の
財
政
赤
字
が
予
想

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

よ
り
大
き
く
な
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
英
国
は
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
も
と
で
、
急
速
に
大
き
な
政
府
に
向
か
っ
て
い
る
。
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㈹
　
税
収
依
存
度
の
低
い
こ
と
が
受
益
と
負
担
の
明
確
化
に
貢
献

　
先
に
示
し
た
自
治
体
収
入
の
構
成
変
化
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、
最
近
で
は
、
地
方
税
で
あ
る
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
割
合
は
一
九
％
の

み
で
あ
り
、
残
り
は
す
べ
て
国
の
財
源
に
依
存
し
て
い
る
。
国
か
ら
の
交
付
金
等
の
内
訳
は
、
事
業
用
レ
イ
ト
ニ
ニ
％
、
歳
入
援
助

交
付
金
（
R
S
G
）
三
一
％
、
サ
ー
ビ
ス
特
定
補
助
金
二
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
カ
ウ
ン
シ
ル
税
収
が
歳
入
の
一
－
二
割
程
度
し
か

な
い
の
で
、
た
と
え
ば
自
治
休
が
標
準
支
出
を
超
過
し
て
歳
出
を
一
％
増
や
す
と
税
率
は
一
〇
％
近
く
も
上
昇
し
て
し
ま
う
。
こ
れ

を
ギ
ア
効
果
（
鴨
畳
眞
亀
8
3
と
呼
ん
で
い
る
。

　
ギ
ア
効
果
は
逆
の
場
合
も
効
い
て
い
る
。
つ
ま
り
自
治
体
が
標
準
支
出
を
下
回
る
よ
う
に
歳
出
を
一
％
減
ら
す
と
税
率
は
一
〇
％
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図表7　自治体の支出構成（1998／99）

■教育
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（出所）Wilson　and　Game（2002，181）の表10．1．

も
減
少
す
る
こ
と
に
な
る
。
と
い
う
こ
と
は
、
自
治
体
は
、
歳
出

の
レ
ベ
ル
を
ど
の
程
度
に
す
る
か
を
決
め
る
こ
と
に
よ
り
、
増
税

す
る
か
減
税
す
る
か
、
そ
し
て
そ
の
幅
を
ど
う
し
た
い
の
か
決
め

る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
る
。
そ
し
て
そ
の
こ
と
は
、
歳
出
の

レ
ベ
ル
つ
ま
り
受
益
水
準
に
合
わ
せ
て
税
率
の
レ
ベ
ル
つ
ま
り
負

担
水
準
を
自
治
体
が
自
由
に
選
択
で
き
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。

受
益
と
負
担
が
明
確
に
対
応
し
て
い
る
と
い
え
る
。

　
し
か
し
な
が
ら
受
益
と
負
担
が
対
応
し
て
い
る
と
い
っ
て
も
、

自
主
財
源
比
率
が
小
さ
く
独
自
の
税
収
依
存
度
が
低
い
こ
と
か
ら

く
る
ギ
ア
効
果
が
あ
る
た
め
に
、
受
益
と
負
担
は
一
対
一
の
対
応

関
係
で
は
な
い
。
自
治
体
は
、
国
の
定
め
た
標
準
支
出
か
ら
は
ず

れ
て
歳
出
水
準
を
決
め
よ
う
と
す
る
と
、
そ
の
変
化
よ
り
さ
ら
に

大
き
な
変
化
を
税
率
レ
ベ
ル
の
決
定
で
は
求
め
ら
れ
る
こ
と
に
な

る
。
税
収
依
存
度
の
小
さ
い
こ
と
が
受
益
と
負
担
を
明
確
化
し
て

い
る
と
は
い
え
、
両
者
の
関
係
は
一
対
一
で
は
な
く
い
び
つ
な
形

を
し
て
い
る
。
自
治
体
は
、
国
の
定
め
た
標
準
支
出
と
は
異
な
る

歳
出
水
準
・
税
率
水
準
を
選
び
に
く
く
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
図
表
7
は
自
治
体
の
支
出
構
成
を
示
し
て
い
る
。

　
教
育
が
も
っ
と
も
多
く
て
三
一
％
、
次
が
住
宅
で
一
七
％
、
さ
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図表8　自治体の職務分掌
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鮭
咄

さ
ら
に
、
図
表
8
は
自
治
体
の
職
務
分
掌
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、

首都圏 大都市圏
地方圏
（一層制）

地方圏
（二層制）

ロ
ン
ド
ン
広
域
自
治
体

シ
テ
イ

ロ
ン
ド
ン
0
ノく
ラ

イメ

スト
トロ
リポ
クリ
トタン■

デ

広
域
組
織
体

ユ
ニ
タ
リ
1

広
域
組
織
体

カ
ウ
ン
テ
イ

デ
イ
ス
ト
リ
ク
ト

広
域
組
織
体

教育 ○ O O O O
住宅 O O O O O
交通計画 O O O ○ O
公共輸送 O 0 ○ ○

道路 ○ 0 0 O O
警察 O＊ O ○ O O
消防 0 O 0 O
対人社会福祉サービス 0 O ○ ○ ○

図書館 O O ○ 0 O
レクリェーション O 0 0 ○ O
ゴミ収集 O O O ○ O
ゴミ処理 O ○ O ○ O
環境 O O O ○ ○

徴税 O O O 0 ○

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
ン
グ
ロ
サ
ク
ソ
ン
諸
国
の
一

る
英
国
の
中
央
地
方
関
係
は
、
大
陸
諸
国
や
日
本
の
よ
う
な
集
権
融
合
型
で
は
な
く
分
権
分
離
型
で
あ
る
か
ら
、
各
層
政
府
の
役
割

は
重
複
せ
ず
明
確
に
分
か
れ
て
い
る
。
ま
た
、
い
わ
ゆ
る
ウ
ル
ト
ラ
・
ヴ
ァ
イ
リ
ー
ズ
（
葺
声
爵
琶
の
原
則
が
あ
る
の
で
、
権

限
外
の
仕
事
を
し
よ
う
と
す
る
と
違
法
に
な
っ
て
し
ま
う
。
さ
ら
に
E
U
諸
国
に
は
い
わ
ゆ
る
補
完
性
（
の
一
ぎ
ω
崖
畳
蔓
）
の
原
則

ら
に
対
人
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
一

五
％
、
警
察
九
％
、
環
境
サ
ー
ビ

ス
八
％
、
交
通
・
道
路
六
％
な
ど

と
続
い
て
い
る
。
所
得
移
転
や
資

本
的
経
費
で
あ
る
住
宅
や
交
通
・

道
路
を
除
く
と
、
教
育
、
対
人
社

会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
警
察
、
環
境

サ
ー
ビ
ス
な
ど
は
、
す
べ
て
労
働

集
約
的
な
サ
ー
ビ
ス
で
あ
る
。
し

た
が
っ
て
、
自
治
体
に
よ
る
公
共

サ
ー
ビ
ス
の
提
供
は
、
雇
用
を
下

支
え
す
る
役
割
を
担
っ
て
お
り
、

英
国
経
済
の
失
業
率
を
低
下
さ
せ

る
効
果
を
も
っ
て
い
る
と
い
わ
れ

て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
つ
で
あ
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が
あ
り
、
基
本
的
な
政
府
機
能
は
よ
り
下
層
政
府
が
担
い
、
下
層
政
府
が
担
え
な
い
機
能
の
み
上
層
政
府
が
担
う
べ
き
で
あ
る
と
の

考
え
方
が
あ
る
。
し
か
し
英
国
で
は
、
補
完
性
の
原
則
が
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
あ
ま
り
な
い
よ
う
で
あ
る
。
た
だ
実
態
的
に
は
他
の

E
U
諸
国
と
そ
う
大
き
く
変
わ
ら
な
い
よ
う
で
あ
る
。

　
こ
の
自
治
体
職
務
分
掌
を
見
て
気
づ
く
こ
と
は
、
首
都
圏
（
ロ
ン
ド
ン
）
、
大
都
市
圏
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
）
、
一
層
制
（
ユ
ニ
タ
リ

ー
）
の
地
方
圏
（
シ
ャ
ー
）
の
三
つ
の
地
域
に
お
い
て
は
、
下
層
（
基
礎
）
自
治
体
が
自
治
体
機
能
の
多
く
を
担
っ
て
い
る
が
、
伝

統
的
な
二
層
制
の
地
方
圏
だ
け
は
、
上
層
自
治
体
で
あ
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
自
治
体
機
能
の
多
く
を
担
っ
て
い
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

首
都
圏
（
ロ
ン
ド
ン
）
で
は
、
シ
テ
ィ
や
ロ
ン
ド
ン
・
バ
ラ
が
多
く
の
自
治
体
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
ロ
ン
ド
ン
広
域
自
治
体

（
9
＄
醇
雰
＆
9
＞
＝
9
9
信
O
ピ
＞
）
の
仕
事
は
、
公
共
輸
送
、
警
察
、
消
防
に
限
ら
れ
て
い
る
。
同
様
に
、
大
都
市
圏
で
は
、

メ
ト
ロ
ポ
リ
タ
ン
・
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
が
ほ
と
ん
ど
の
自
治
体
機
能
を
担
っ
て
お
り
、
広
域
組
織
体
が
担
う
の
は
、
公
共
輸
送
、
警

察
、
消
防
、
ゴ
ミ
処
理
に
限
ら
れ
て
い
る
。
地
方
圏
の
ユ
ニ
タ
リ
ー
自
治
体
は
さ
ら
に
多
く
の
仕
事
を
こ
な
し
て
お
り
、
広
域
組
織

体
は
警
察
に
限
ら
れ
て
い
る
。

　
し
か
し
、
二
層
制
の
地
方
圏
で
は
、
下
層
（
基
礎
）
自
治
体
で
あ
る
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
の
仕
事
は
主
に
住
宅
で
、
そ
の
他
レ
ク
リ

ェ
ー
シ
ョ
ン
、
ゴ
ミ
収
集
、
環
境
、
徴
税
く
ら
い
で
、
他
の
地
域
の
下
層
（
基
礎
）
自
治
体
の
主
力
業
務
で
あ
る
教
育
や
対
人
社
会

福
祉
サ
ー
ビ
ス
な
ど
は
す
べ
て
上
層
自
治
体
で
あ
る
カ
ウ
ン
テ
ィ
が
担
っ
て
い
る
の
で
あ
る
（
警
察
は
広
域
組
織
体
）
。
こ
の
事
実
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

英
国
自
治
体
の
再
編
成
を
複
雑
な
も
の
に
し
て
い
る
。

　
㈹
　
税
率
格
差
は
最
大
で
三
・
一
倍

　
英
国
の
自
治
体
は
税
率
を
自
由
に
選
択
で
き
る
た
め
、
自
治
体
間
の
税
率
格
差
は
最
大
で
三
二
倍
（
二
〇
〇
〇
年
度
）
に
も
達

し
て
い
る
（
近
藤
、
二
〇
〇
一
a
、
三
八
）
。
図
表
9
が
示
し
て
い
る
よ
う
に
、
自
治
体
間
の
税
率
格
差
は
そ
の
自
治
体
の
政
治
的
方
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（
9
）

針
の
違
い
が
反
映
さ
れ
た
も
の
、
と
い
え
る
。

　
つ
ま
り
、
労
働
党
支
配
の
自
治
体
は
、
歳
出
を
増
や
し
て
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
増
や
す
代
わ
り
に
そ
れ
に
必
要
な
増
税
を
し

）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
て
負
担
も
重
く
す
る
が
、
逆
に
、
保
守
党
支
配
の
自
治
体
は
、
歳
出
を
減

ドン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
し
て
小
さ
な
政
府
に
す
る
代
わ
り
に
減
税
を
し
て
負
担
も
軽
く
す
る
、

ラ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
－
o
）

グ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
と
い
う
傾
向
が
あ
る
の
で
あ
る
。
近
藤
（
二
〇
〇
一
a
、
三
八
頁
）
の
分

ンィ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
析
に
よ
れ
ば
、
二
〇
〇
〇
年
度
に
お
け
る
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
自
治
体
の
平
均

度
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
税
率
は
八
四
七
ポ
ン
ド
で
あ
っ
た
が
、
保
守
党
支
配
の
自
治
体
の
最
低
税

年00

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
率
は
三
七
五
ポ
ン
ド
だ
っ
た
の
に
対
し
て
、
労
働
党
支
配
の
自
治
体
の
最

20（
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
高
税
率
は
一
、
一
七
ニ
ポ
ン
ド
に
達
し
て
い
た
。

較比
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
も
と
で
労
働
党
支
配
の
自
治
体
が
多
い
現
在
で

率税
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
は
、
税
率
は
高
く
設
定
さ
れ
る
傾
向
に
あ
り
、
先
に
紹
介
し
た
近
年
に
お

の外
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
生
　
け
る
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
高
い
増
税
率
と
い
う
間
題
を
引
き
起
こ
し
て
い
る
。

以
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

れ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
弓
　
英
国
は
現
在
好
況
の
な
か
に
あ
り
、
好
調
な
経
済
が
大
き
な
政
府
を
容
認

そ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ぜ

と
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
釧
　
し
、
公
共
サ
ー
ビ
ス
拡
大
に
よ
り
公
務
員
の
雇
用
を
下
支
え
し
て
失
業
率

体治
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
謝
　
を
減
ら
し
て
い
る
、
と
い
え
る
。

自
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

党
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
㎝

守
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
20

保
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
蜘
　
　
の
　
高
税
率
へ
の
歯
止
め
措
置

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
近

9
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ー
　
　
自
治
体
が
自
由
に
税
率
を
決
め
ら
れ
る
と
は
い
え
、
英
国
政
府
は
、
自

表
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
所

図
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
咄
治
体
に
よ
る
極
端
な
増
税
に
対
し
て
は
税
率
制
限
（
8
8
一
轟
）
を
行
う

1自治体数 平均税率 最高税率 最低税率

一層制地域で保守党の支配する自

治体および二層制地域で両方とも

保守党の支配する自治体

41 £781 £919 £375

二層制地域で上層自治体が保守党、

下層自治体がそれ以外の政党支配

の自治体

40 £824 £965 £764

二層制地域で上層自治体が保守党

以外、下層自治体が保守党支配の

自治体

43 £847 £993 £729

一層制地域で保守党以外が支配す

る自治体および二層制地域で両方

とも保守党以外が支配する自治体

230 £867 £1172 £557

全イングランド 354 £847 £1172 £375
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（
n
）

権
限
を
も
っ
て
い
る
。
前
述
し
た
好
調
な
景
気
の
持
続
的
拡
大
を
背
景
と
し
て
、
こ
の
権
限
は
近
年
は
行
使
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
2
）

二
〇
〇
四
年
に
は
い
く
つ
か
の
自
治
体
に
対
し
て
行
使
さ
れ
た
。
し
か
し
英
国
政
府
に
よ
る
税
率
制
限
に
対
し
て
は
、
自
治
体
の
住

民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
低
下
さ
せ
る
と
の
批
判
が
出
て
い
る
と
い
う
。

英国の地方税財政制度とアカウンタビリティ

　
肉
　
自
治
体
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
の
工
夫

　
自
治
体
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
給
付
と
税
負
担
の
関
係
に
つ
い
て
、
自
治
体
は
、
住
民
に
対
し
て
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
（
説
明

責
任
）
を
負
う
。
そ
し
て
英
国
で
は
、
こ
の
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
を
確
保
す
る
た
め
に
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
が
な
さ
れ
て
い
る
。

　
も
っ
と
も
重
要
な
工
夫
は
、
自
治
体
監
査
委
員
会
（
＞
亀
濤
9
ヨ
巨
量
竃
）
の
存
在
と
そ
の
活
動
だ
ろ
う
。
こ
れ
は
日
本
に
は
存

在
し
な
い
仕
組
み
で
あ
る
。
会
計
検
査
院
（
Z
呂
3
巴
＞
＆
詳
O
強
8
“
2
＞
O
）
が
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
議
会
の
付
属
機
関
と
し

て
国
の
機
関
の
政
策
評
価
を
行
う
の
に
対
し
、
自
治
体
監
査
委
員
会
は
、
国
か
ら
一
定
の
独
立
的
地
位
を
保
ち
な
が
ら
、
自
治
体
の

政
策
評
価
を
行
う
専
門
機
関
で
あ
る
。

　
自
治
体
監
査
委
員
会
が
二
〇
〇
二
年
一
二
月
か
ら
は
じ
め
た
総
合
パ
フ
ォ
ー
マ
ン
ス
評
価
（
9
目
實
魯
象
巴
語
　
評
諜
簿
B
讐
8

＞
ω
ω
①
ω
ω
旨
。
日
一
〇
℃
＞
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
各
自
治
体
に
つ
い
て
、
教
育
、
対
人
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
住
宅
な
ど
の
政
策
ご
と

に
四
段
階
評
価
し
、
ま
た
、
こ
れ
と
は
別
に
総
合
評
価
を
五
段
階
評
価
し
た
も
の
で
あ
り
、
C
P
A
の
内
容
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
で

公
開
さ
れ
て
い
る
（
窪
ε
一
＼
≧
≦
≦
。
き
隻
－
8
ヨ
巨
隆
o
P
碧
＜
．
爵
＼
8
里
）
。
住
民
は
、
自
治
体
監
査
委
員
会
の
C
P
A
の
情
報
に
ア

ク
セ
ス
す
る
こ
と
に
よ
り
、
自
分
の
住
ん
で
い
る
自
治
体
が
総
合
で
ど
の
あ
た
り
に
位
置
す
る
の
か
、
ま
た
、
提
供
さ
れ
て
い
る
公

共
サ
ー
ビ
ス
の
う
ち
ど
の
サ
ー
ビ
ス
が
他
の
自
治
体
と
比
べ
て
い
い
の
か
悪
い
の
か
、
た
ち
ど
こ
ろ
に
わ
か
っ
て
し
ま
う
仕
組
み
に

な
っ
て
い
る
。

　
公
立
学
校
に
か
よ
う
児
童
・
生
徒
が
受
け
た
統
一
学
力
試
験
の
結
果
に
つ
い
て
は
、
さ
ま
ざ
ま
な
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
広
く
公
開
さ
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（
1
3
）

れ
て
い
る
。
父
兄
や
納
税
者
は
、
ど
の
学
校
が
ど
の
レ
ベ
ル
に
あ
る
の
か
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
ま
た
、
公
立
学
校
の
活
動
評
価
に
つ

い
て
は
、
国
の
機
関
で
あ
る
教
育
標
準
局
（
○
窪
8
9
禦
き
3
巳
8
『
国
倉
＄
ぎ
疑
○
田
↓
国
U
）
に
よ
る
検
査
が
数
年
ご
と
に
行

わ
れ
て
お
り
、
こ
ち
ら
も
広
く
公
開
さ
れ
て
い
る
。
子
弟
の
学
校
選
択
の
際
な
ど
に
広
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。

　
自
治
体
自
身
も
負
け
て
い
な
い
。
支
出
を
増
や
し
て
増
税
す
る
場
合
、
納
税
者
で
あ
る
住
民
に
は
、
年
に
一
度
納
税
通
知
書
を
郵

送
す
る
際
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
同
封
し
、
な
ぜ
支
出
を
増
や
し
て
増
税
す
る
の
か
、
他
の
自
治
体
と
比
べ
て
自
分
の
自
治
体
が
ど
の
程

度
税
金
が
ま
だ
安
い
の
か
に
つ
い
て
、
自
治
体
の
リ
ー
ダ
ー
が
冒
頭
の
挨
拶
文
の
な
か
で
必
死
に
な
っ
て
説
明
し
て
い
る
（
ω
8
艮

9
琶
亀
』
。
鐸
大
山
二
〇
〇
四
）
。
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
に
は
、
納
め
た
税
金
が
ど
の
よ
う
な
サ
ー
ビ
ス
に
使
わ
れ
て
い
る
の
か
、
サ
ー

ビ
ス
担
当
部
署
の
連
絡
先
の
電
話
番
号
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
・
電
子
メ
ー
ル
の
ア
ド
レ
ス
な
ど
を
詳
細
に
記
し
て
い
る
。
自
治
体
も

必
死
な
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
な
自
治
体
の
住
民
に
対
す
る
ア
カ
ウ
ン
タ
ビ
リ
テ
ィ
確
保
の
さ
ま
ざ
ま
な
工
夫
と
努
力
は
、
日
本
で
は
あ
ま
り
お
目
に

か
か
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
確
か
に
自
治
体
サ
ー
ビ
ス
の
受
益
と
負
担
は
一
対
一
で
比
例
し
て
い
な
い
が
、
両
者
を
で
き
る
だ
け
一

致
さ
せ
て
納
税
者
の
納
得
が
ゆ
く
よ
う
透
明
性
を
高
め
説
明
さ
せ
る
よ
う
な
仕
組
み
が
重
要
だ
ろ
う
。
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三

般
交
付
金
制
度
の
概
要
と
効
果

　
8
　
財
政
調
整
の
考
え
方

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

　
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
英
国
の
自
治
体
歳
入
に
占
め
る
地
方
税
収
入
の
割
合
は
低
く
、
二
割
に
達
し
な
い
。
そ
の
た
め
、

国
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
の
割
合
が
お
よ
そ
六
割
に
達
し
て
い
る
。
国
か
ら
の
交
付
金
・
補
助
金
に
は
、
一
般
交
付
金
（
鴨
亭

　
　
　
　
　
　
（
1
5
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

Φ
邑
＼
琶
o
畠
讐
き
け
）
と
特
定
補
助
金
（
。
・
冨
。
5
。
鷺
き
け
）
と
が
あ
る
。
一
般
交
付
金
に
は
、
事
業
用
レ
イ
ト
（
Z
9
－
U
o
ヨ
Φ
豊
。
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菊
讐
貫
Z
O
菊
）
と
歳
入
援
助
交
付
金
（
寄
く
窪
器
ω
唇
8
二
〇
β
且
”
菊
ω
の
）
と
が
あ
る
。

図表10　交付金・補助金の構成（1998年度イングランド）

騰歳入援助交付金（RSG

■事業用レイト（NDR）

□特定補助金

38％38％

一
般
交
付
金
”
事
業
用
レ
イ
ト
（
N
D
R
）
＋
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）

24％

（出所）近藤（2001b．6）の図4。

　
図
表
1
0
が
示
す
よ
う
に
、
一
般
交
付
金
と
特
定
補
助
金
の
割
合
は
、
事
業
用
レ
イ
ト
ニ

四
％
と
歳
入
援
助
交
付
金
三
八
％
と
を
合
わ
せ
た
一
般
交
付
金
が
六
二
％
、
残
り
の
特
定

補
助
金
が
三
八
％
と
な
っ
て
い
る
。
特
定
補
助
金
は
、
特
定
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
補
助
す

る
も
の
で
あ
り
、
自
治
体
間
の
財
源
調
整
を
意
図
し
た
も
の
で
は
な
い
。
自
治
体
問
の
財

源
調
整
を
行
う
の
は
｝
般
交
付
金
で
あ
る
。
一
般
交
付
金
は
、
税
源
の
偏
在
や
特
殊
需
要

の
存
在
に
よ
る
自
治
体
間
の
格
差
を
是
正
し
、
標
準
的
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
提
供
を
保
障

し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
こ
の
一
般
交
付
金
の
仕
組
み
と
そ
の
効
果
に

つ
い
て
、
近
藤
（
二
〇
〇
一
a
、
b
）
に
し
た
が
っ
て
検
討
し
た
い
と
思
う
。

　
口
　
財
政
調
整
の
方
法

　
i
　
事
業
用
レ
イ
ト
（
N
D
R
、
人
口
比
で
配
分
）

　
事
業
用
レ
イ
ト
は
、
事
業
者
に
対
す
る
資
産
課
税
で
あ
る
。
か
つ
て
は
地
方
税
で
あ
っ

た
が
、
一
九
九
〇
年
に
国
税
化
さ
れ
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
自
治
体
に
よ
る
徴
税
額
が
ま
ず

国
庫
に
納
め
ら
れ
、
そ
の
後
、
人
口
比
で
再
び
各
自
治
体
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た

め
、
か
つ
て
の
地
方
税
の
際
は
、
税
源
が
首
都
圏
に
集
中
し
て
い
る
こ
と
か
ら
歳
入
格
差

の
要
因
の
一
つ
と
な
っ
て
い
た
が
、
現
在
は
逆
に
、
人
口
一
人
あ
た
り
同
額
を
配
分
す
る
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制
度
と
な
っ
た
こ
と
に
よ
り
、
地
方
歳
入
の
均
等
化
に
貢
献
し
て
い
る
。

　
し
か
し
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
は
、
一
九
九
七
年
の
総
選
挙
公
約
の
際
、
事
業
用
レ
イ
ト
の
再
地
方
税
化
を
示
唆
し
て
い
た
。
こ

れ
は
、
自
治
体
の
自
主
財
源
強
化
を
目
指
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
だ
が
、
ニ
ュ
ー
・
レ
イ
バ
ー
中
道
路
線
を
採
る
以
上
ビ
ジ
ネ

ス
の
反
対
を
恐
れ
て
い
る
た
め
か
、
未
だ
に
事
業
用
レ
イ
ト
は
国
税
の
ま
ま
で
あ
る
。

　
H
　
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
、
歳
入
歳
出
差
額
補
填
）

　
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
は
、
自
治
体
の
標
準
支
出
査
定
額
（
oo
叶
き
量
巳
9
窪
象
鑛
房
器
ω
ω
旨
①
昌
誘
＞
）
か
ら
事
業
用
レ

イ
ト
（
N
D
R
）
分
配
額
と
標
準
カ
ウ
ン
シ
ル
税
（
9
…
亀
↓
震
8
同
oり
叶
讐
鼠
三
ω
冨
＝
象
轟
咀
O
↓
o
o
ω
）
を
控
除
し
た
額
を
、
各
自

治
体
に
配
分
す
る
も
の
で
あ
る
。

援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
H
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
ー
事
業
用
レ
イ
ト
（
N
D
R
）
ー
標
準
カ
ウ
ン
シ
ル
税
（
C
T
S
S
）

　
標
準
カ
ウ
ン
シ
ル
税
（
C
T
S
S
）
と
は
、
全
国
一
律
の
税
率
で
の
カ
ウ
ン
シ
ル
税
収
入
を
示
し
た
も
の
で
、
こ
の
税
率
は
法
定

で
は
な
く
、
政
府
に
よ
っ
て
毎
年
度
、
政
策
決
定
さ
れ
る
。

　
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
と
は
、
自
治
体
の
標
準
的
な
行
政
需
要
を
政
府
が
設
定
し
た
も
の
で
、
過
去
の
歳
出
動
向
を
考
慮

し
て
策
定
し
た
関
数
式
に
よ
っ
て
個
々
の
自
治
体
ご
と
に
計
算
さ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
基
準
財
政
需
要
額
の

よ
う
な
も
の
で
あ
る
。
細
か
い
こ
と
を
い
う
と
、
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
の
全
自
治
体
総
額
は
、
公
共
支
出
計
画
（
評
窪
。

oo

冨
＆
一
轟
コ
き
）
上
で
、
中
央
政
府
に
よ
り
あ
ら
か
じ
め
決
定
さ
れ
て
い
る
。

　
公
共
支
出
計
画
は
、
地
方
自
治
体
だ
け
で
な
く
、
国
や
公
営
企
業
等
を
含
め
た
全
公
共
部
門
を
対
象
と
し
た
歳
出
見
通
し
を
示
し

た
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
八
年
度
か
ら
は
「
包
括
的
歳
出
見
直
し
」
（
9
ヨ
籏
魯
2
畢
Φ
9
窪
象
コ
騎
寄
≦
①
ヨ
8
菊
）
と
し
て
、
翌
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三
ヵ
年
分
の
額
が
示
さ
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
。
こ
れ
ら
は
、
大
蔵
省
を
中
心
に
作
成
さ
れ
、
閣
議
決
定
さ
れ
も
の
で
あ
る
が
、
策
定

過
程
に
お
い
て
は
、
地
方
自
治
体
と
の
協
議
を
行
っ
て
お
り
、
地
方
の
意
向
も
反
映
さ
れ
て
い
る
と
い
わ
れ
る
（
近
藤
、
二
〇
〇
］

a
、
五
五
）
。
地
方
財
政
問
題
に
関
す
る
中
央
と
地
方
と
の
定
期
的
な
協
議
は
、
中
央
地
方
協
調
会
議
（
9
葺
轟
一
8
8
一
℃
霞
ヨ
牢

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

菩
眞
O
い
℃
）
と
呼
ば
れ
る
場
で
行
わ
れ
て
お
り
、
地
方
自
治
体
の
意
見
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
地
方
自
治
体
協
会
（
8
8
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

O
o
＜
①
ヨ
ヨ
。
三
＞
霧
8
巨
δ
員
一
〇
＞
）
と
い
う
機
関
が
設
立
さ
れ
て
い
る
。

　
ま
た
、
個
々
の
自
治
体
の
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
は
、
そ
の
合
計
額
が
総
額
に
一
致
す
る
よ
う
、
最
終
的
に
調
整
係
数
が

乗
じ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
は
、
地
方
自
治
体
の
総
支
出
か
ら
手
数
料
収
入
や
特
定
補
助
金
な
ど
を

控
除
し
た
額
と
な
っ
て
い
る
。

　
　
　
　
　
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
目
そ
の
自
治
体
の
総
支
出
－
手
数
料
収
入
－
特
定
補
助
金
な
ど

　
な
お
、
日
本
の
投
資
的
経
費
に
あ
た
る
資
本
支
出
（
9
巳
辞
巴
国
巻
窪
9
ε
邑
に
つ
い
て
は
、
少
額
な
が
ら
別
会
計
で
整
理
さ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
9
）

る
こ
と
か
ら
、
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
）
に
は
含
ま
れ
て
お
ら
ず
、
交
付
金
に
よ
る
財
政
調
整
の
対
象
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

以
上
を
ま
と
め
る
と
、
中
央
政
府
に
よ
る
全
地
方
自
治
体
べ
ー
ス
の
公
共
支
出
計
画
と
、

の
関
係
は
、
以
下
の
図
表
H
の
よ
う
に
な
る
。

個
々
の
自
治
体
べ
ー
ス
の
一
般
会
計
と

　
国
　
財
政
調
整
の
効
果

　
上
に
述
べ
た
事
業
用
レ
イ
ト
（
N
D
R
）
と
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
と
い
っ
た
↓
般
交
付
金
が
、
実
際
に
ど
の
よ
う
な
財

政
調
整
効
果
を
も
っ
て
い
る
か
を
示
し
た
の
が
図
表
1
2
の
グ
ラ
フ
で
あ
る
。
近
藤
（
二
〇

〇
一
b
）
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
の
自
治
体
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図表11一般会計のフレームワーク

　唖央政府計画べ一ス（全地方自治体べ一ス）

　
　
ス

　
　
「

　
　
べ

　
　
体

　
　
治

　
　
拍
と
ゆ

①標準支出総額（TSS）二政策決定（公共支出計画）

②AEF外
特定補助
金二政策決

定

④標準支出査定額（SSA）＝①一③
③AEF内
特定補助
金＝政策決

定

⑤標準カウ

ンシル税
（CTSS）＝

⑥事業用レ

イ　　　ト

（NDR）＝
税収見込額

⑦歳入援助

交　付　金

（RSG〉二
④一⑤一⑥，政讐

n　　n　　n
一

／総額を政策決定したの

ち、全国の課税資産数 1　中央政府補助財源（AEF）

から標準税率を逆算
又

ノ
　
　
　
▽
　
▽
　
▽

1

▽

超過課税

⑧標準カウ

ンシル税
（CTSS）二

標準税率x
課税資産数

⑨事業用レ

イ　　　ト

（NDR）；
人口比で⑥

を分配

⑩歳入援助

交　付　金

（RSG）二
⑪一⑧一⑨

⑪標準支出査定額（SSA）二関数式で
個々の自治体ごとに計算

③AEF内
特定補助金②AEF外
　　　　　特定補助金

⑫標準支出総額（TSS）二⑪＋③

実際支出額

標準支出査定額を超え

る支出は、カウンシル

税の超過課税で対応

個々の自治体の⑪の合計

が④に一致するよう調整

係数が乗じられる。

国から地方政府を経由するだけの

単なる移転支出。補助率は通常95

％以上の高率（カウンシル税給付、

法定奨学金など）。

（出所）近藤（2001a，58）の図1 4－4．
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図表12首都圏、大都市圏、地方圏の財政調整状況
　（人ロー人あたり、1999年度、イングランド）

「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
「 ノL253

1，061

▲

　　1．024

1，004

　　　　　－
／
／

一』1．096

1，009

　　0．937
0，969 0，907

1．4

1．2

1

0．8

0．6

0。4

0．2

税収＋NDR＋RSG税収＋NDR
0
　　　　　　　税収

（出所）近藤（2001b，9）の図5。

を
、
首
都
圏
（
ロ
ン
ド
ン
）
、
大
都
市
圏
（
メ
ト
ロ
ポ
リ
タ

ン
）
、
地
方
圏
（
シ
ャ
ー
）
の
三
つ
に
分
類
し
て
、
各
類
型
と

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
平
均
と
を
比
較
し
て
分
析
し
て
い
る
。

　
i
　
税
収
で
の
比
較

　
一
人
あ
た
り
地
方
税
収
入
の
格
差
は
、
上
下
と
も
一
〇
％

以
下
で
あ
り
、
法
人
に
対
す
る
地
方
税
が
な
い
こ
と
か
ら
、

そ
れ
ほ
ど
大
き
な
格
差
と
は
な
っ
て
い
な
い
。

　
特
徴
的
な
の
は
、
大
都
市
圏
の
税
収
が
地
方
圏
よ
り
も
低

く
な
っ
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
の
原
因
と
し
て
は
、
地
方
圏

の
方
が
一
般
に
資
産
価
格
が
高
い
こ
と
と
、
大
都
市
圏
の
経

済
低
迷
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

　
マ
ン
チ
ェ
ス
タ
ー
や
リ
バ
プ
ー
ル
、
バ
ー
ミ
ン
ガ
ム
な
ど

の
大
都
市
を
中
心
と
し
た
六
つ
の
地
域
は
大
都
市
圏
（
竃
卑

8
8
犀
壁
≧
8
）
と
い
わ
れ
、
か
つ
て
、
鉄
鋼
や
自
動
車

な
ど
の
第
二
次
産
業
に
よ
り
繁
栄
し
て
い
た
地
域
で
あ
る
が
、

現
在
は
、
産
業
構
造
の
変
化
に
伴
う
経
済
低
迷
で
、
多
数
の

貧
困
者
や
ホ
ー
ム
レ
ス
、
失
業
者
が
発
生
し
て
い
る
状
況
と

な
っ
て
い
る
、
と
い
わ
れ
る
。
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　図表13　行政分野別人ロー人あたり歳出格差（1999年、イングランド）
鴇
．
　
　
團

／

0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0
　
　
　
　
　
0

8
　
　
　
　
　
武
》
　
　
　
　
イ
す
　
　
　
　
ρ
乙

イ
ン
グ
ラ
ン
ド
平
均
か
ら
の
乖
離
額

£　　　　　　　　／〆
）
一
2
0

　－10
　　　　　教育　　社会福祉　　警察　　　消防　　　道路　環境保護文化資本財源

（注）標準支出差定額べ一ス。イングランド平均を£0としている。

（出所）近藤（2001b，9）の図6。

　
”
1
1
　
事
業
用
レ
イ
ト
（
N
D
R
）
で
の
調
整

　
こ
う
し
た
地
方
税
収
の
格
差
は
、
国
か
ら
の
事
業
用
レ

イ
ト
（
N
D
R
）
の
再
分
配
に
よ
っ
て
半
減
す
る
。

　
事
業
用
レ
イ
ト
は
、
一
人
あ
た
り
同
額
が
交
付
さ
れ
る

た
め
、
一
人
あ
た
り
歳
入
の
均
等
化
に
直
接
寄
与
す
る
が
、

交
付
総
額
が
地
方
税
収
の
総
額
よ
り
大
き
い
こ
と
も
あ
り
、

そ
の
効
果
は
か
な
り
大
き
い
も
の
と
な
っ
て
い
る
。

　
…
m
　
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
で
の
調
整

　
一
方
、
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
は
、
歳
入
均
等

化
以
上
の
額
を
大
都
市
に
交
付
し
て
お
り
、
結
果
、
大
都

市
圏
と
地
方
圏
の
収
入
は
逆
転
し
、
全
体
と
し
て
の
歳
入

格
差
も
む
し
ろ
増
大
し
て
い
る
。

　
歳
入
援
助
交
付
金
は
、
税
源
の
偏
在
と
同
時
に
、
需
要

の
格
差
も
考
慮
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
歳
入
均
等
化
以
上

の
調
整
分
は
、
需
要
の
格
差
、
す
な
わ
ち
標
準
支
出
査
定

額
の
格
差
が
反
映
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
図
表
1
3
は
、
標

準
支
出
査
定
額
の
格
差
を
、
行
政
分
野
別
に
示
し
た
も
の

で
あ
る
。
多
く
の
分
野
で
、
都
市
部
の
需
要
が
多
く
算
定

さ
れ
て
い
る
。
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都
市
部
の
需
要
が
多
い
理
由
と
し
て
は
、
首
都
圏
で
は
、
賃
金
水
準
が
高
く
人
件
費
が
か
か
る
こ
と
な
ど
を
考
慮
し
た
も
の
と
説

明
さ
れ
て
お
り
、
実
際
に
、
人
件
費
の
シ
ェ
ア
が
大
き
い
分
野
（
教
育
、
社
会
福
祉
、
警
察
）
で
、
格
差
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
。

ま
た
、
大
都
市
圏
で
は
、
貧
困
者
が
多
く
、
各
種
補
助
（
給
食
補
助
や
、
介
護
施
設
等
入
所
費
補
助
等
）
な
ど
の
特
殊
需
要
が
大
き

い
こ
と
が
理
由
と
し
て
説
明
さ
れ
て
い
る
。

　
な
お
、
以
上
の
よ
う
に
、
近
藤
（
二
〇
〇
一
b
）
が
試
み
た
行
政
需
要
要
因
に
よ
る
財
政
調
整
の
説
明
以
外
に
、
政
治
的
要
因
に

よ
る
説
明
も
可
能
か
も
し
れ
な
い
。
首
都
圏
や
大
都
市
圏
の
自
治
体
に
は
、
労
働
党
支
配
の
自
治
体
が
多
く
、
地
方
圏
の
自
治
体
に

は
、
保
守
党
支
配
の
自
治
体
も
多
い
。
そ
の
た
め
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
府
は
、
保
守
党
支
配
の
自
治
体
が
多
い
地
方
圏
よ
り
も
労
働

党
支
配
の
自
治
体
が
多
い
都
市
圏
の
自
治
体
に
配
慮
し
て
、
歳
入
援
助
交
付
金
を
分
配
し
て
い
る
可
能
性
が
あ
る
。
し
か
し
、
こ
の

政
治
的
要
因
仮
説
の
検
証
に
は
過
去
の
保
守
党
政
府
時
代
に
お
け
る
歳
入
援
助
交
付
金
の
圏
域
別
デ
ー
タ
の
分
析
が
必
要
で
あ
る
が
、

こ
こ
で
は
そ
の
余
裕
が
な
く
検
証
で
き
て
い
な
い
。
将
来
の
課
題
で
あ
る
。
た
だ
し
、
近
藤
（
二
〇
〇
一
b
）
が
使
っ
た
デ
ー
タ
は

一
九
九
九
年
度
の
も
の
で
あ
り
、
一
九
九
七
年
に
ブ
レ
ア
政
権
が
誕
生
し
て
か
ら
そ
れ
ほ
ど
経
っ
て
い
な
い
時
期
の
も
の
で
あ
る
。

政
権
交
代
に
よ
っ
て
財
政
調
整
パ
タ
ー
ン
が
大
き
く
変
わ
っ
て
は
い
な
い
可
能
性
も
あ
る
。
そ
の
場
合
に
は
、
政
治
的
要
因
よ
り
も
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

従
来
指
摘
さ
れ
て
き
た
行
政
需
要
要
因
の
方
が
強
い
こ
と
に
な
る
。

四
　
お
わ
り
に

　
最
後
に
こ
れ
ま
で
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
点
を
ま
と
め
て
お
こ
う
。

　
第
一
に
、
国
際
比
較
す
る
と
、
英
国
で
は
国
税
の
比
率
が
高
く
、
地
方
税
の
比
率
は
一
割
程
度
と
小
さ
い
。
英
国
の
地
方
税
財
政

制
度
は
か
な
り
の
程
度
中
央
集
権
的
で
あ
る
。
ま
た
、
地
方
税
で
あ
る
カ
ウ
ン
シ
ル
税
は
、
伝
統
の
あ
る
資
産
税
と
サ
ッ
チ
ャ
ー
政
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権
時
代
の
人
頭
税
を
足
し
て
二
で
割
っ
た
性
格
の
も
の
で
、
他
国
に
あ
ま
り
例
が
な
い
。
国
税
比
率
が
高
ま
っ
た
一
つ
の
原
因
は
、

事
業
用
レ
イ
ト
と
い
う
法
人
に
対
す
る
地
方
税
を
サ
ッ
チ
ャ
i
政
権
時
代
に
国
税
化
し
た
た
め
で
あ
り
、
ブ
レ
ア
政
権
の
ニ
ュ
ー
・

レ
イ
バ
ー
中
道
路
線
は
、
ビ
ジ
ネ
ス
の
反
対
を
お
そ
れ
て
事
業
用
レ
イ
ト
を
地
方
税
に
戻
し
て
い
な
い
。

　
第
二
に
、
英
国
で
は
地
方
税
で
あ
る
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
税
率
が
法
定
化
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
地
方
議
会
は
、
ま
ず
必
要
と
な
る

歳
出
予
算
額
を
決
め
て
か
ら
、
つ
ぎ
に
地
方
税
率
を
決
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
国
が
定
め
た
標
準
支
出
査
定
額
を
超
え
る
支
出
は
地

方
税
で
賄
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
自
主
財
源
比
率
が
一
割
程
度
と
低
い
た
め
、
超
過
支
出
の
伸
び
よ
り
も
税
率
の
伸
び
の
方
が

は
る
か
に
大
き
い
と
い
う
「
ギ
ア
効
果
」
が
あ
る
。
こ
の
た
め
受
益
と
負
担
の
関
係
が
明
確
で
は
あ
る
が
一
対
一
の
関
係
で
は
な
い
。

た
だ
し
、
英
国
は
、
住
民
が
選
挙
を
通
じ
て
受
益
と
負
担
の
関
係
を
み
ず
か
ら
選
択
で
き
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
分
権
的
で
あ
る
。

そ
の
た
め
、
保
守
党
支
配
の
自
治
体
は
「
低
負
担
低
サ
ー
ビ
ス
」
を
、
労
働
党
支
配
の
自
治
体
は
「
高
負
担
高
サ
ー
ビ
ス
」
を
選
択

す
る
傾
向
に
あ
り
、
自
治
体
間
の
税
率
格
差
は
三
倍
以
上
に
達
し
て
い
る
。
国
と
自
治
体
が
提
供
す
る
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
は
、
ウ

ル
ト
ラ
・
ヴ
ァ
イ
リ
ー
ズ
原
則
に
よ
り
戯
然
と
分
離
さ
れ
て
い
る
た
め
、
結
果
に
対
す
る
行
政
責
任
が
明
確
で
あ
る
。

　
第
三
に
、
自
治
体
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
徴
収
に
あ
た
っ
て
、
納
税
者
で
あ
る
住
民
に
、
増
税
に
至
っ
た
理
由
、
他
の
自
治
体
と
の

比
較
、
サ
ー
ビ
ス
改
善
の
努
力
等
を
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
や
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
を
使
っ
て
説
明
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
ま
た
わ
が
国
に

は
存
在
し
な
い
自
治
体
監
査
委
員
会
が
、
毎
年
一
二
月
に
各
自
治
体
の
「
成
績
表
」
を
公
表
し
て
お
り
、
住
民
は
、
自
分
の
住
ん
で

い
る
自
治
体
の
サ
ー
ビ
ス
を
他
の
自
治
体
と
比
較
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら
に
、
地
元
の
小
・
中
学
校
の
児
童
・
生
徒
の
成
績
も

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
か
ら
簡
単
に
ア
ク
セ
ス
し
て
知
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
お
り
、
住
民
に
対
す
る
自
治
体
の
ア
カ
ウ
ン

タ
ビ
リ
テ
ィ
が
わ
が
国
以
上
に
確
保
さ
れ
て
い
る
と
い
え
る
。

　
第
四
に
、
一
般
交
付
金
制
度
は
、
税
源
の
偏
在
や
特
殊
需
要
の
存
在
に
よ
る
自
治
体
間
の
格
差
を
是
正
し
、
標
準
的
な
公
共
サ
ー

ビ
ス
の
提
供
を
保
障
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
事
業
用
レ
イ
ト
と
歳
入
援
助
交
付
金
と
か
ら
な
る
。
事
業
用
レ
イ
ト
に
よ
る
調
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整
は
、
一
人
あ
た
り
同
額
が
交
付
さ
れ
る
た
め
、
】
人
あ
た
り
歳
入
の
均
等
化
に
直
接
寄
与
す
る
。
し
か
し
歳
入
援
助
交
付
金
に
よ

る
調
整
は
、
歳
入
均
等
化
以
上
の
額
を
大
都
市
に
交
付
す
る
た
め
、
首
都
圏
と
大
都
市
圏
の
収
入
が
多
く
な
り
地
方
圏
の
収
入
は
少

な
く
な
る
。
こ
れ
は
、
人
件
費
の
か
か
る
サ
ー
ビ
ス
を
中
心
に
都
市
部
の
需
要
が
多
目
に
評
価
さ
れ
て
い
る
た
め
で
あ
る
が
、
政
府

与
党
の
政
策
方
針
の
た
め
で
も
あ
る
。

英国の地方税財政制度とアカウンタビリティ

（
1
）
　
天
川
（
一
九
八
六
、
一
一
九
）
は
、
集
権
ー
分
権
は
意
思
決
定
の
自
律
性
の
程
度
を
表
す
軸
で
あ
り
、
分
離
ー
融
合
は
政
策
実
施
に

　
お
け
る
国
と
地
方
の
関
係
を
表
す
軸
で
あ
る
と
定
義
し
て
い
る
。
本
稿
で
は
行
政
責
任
の
明
確
性
の
程
度
を
強
調
し
た
。
融
合
型
（
ま
た

　
は
統
合
型
）
の
長
所
と
短
所
に
つ
い
て
は
、
累
⊆
蚕
ヨ
簿
窪
雪
巴
（
8
0
一
ら
『
一
る
）
を
参
照
。
ま
た
、
持
田
（
、
一
〇
〇
四
、
二
四
）
は
、

統
合
型
を
さ
ら
に
、
地
方
が
決
定
す
る
事
柄
の
細
部
に
中
央
が
干
渉
す
る
日
本
の
よ
う
な
「
行
政
統
制
」
（
畳
B
ぎ
置
q
象
一
語
　
お
讐
卒

二
9
）
と
、
大
綱
的
な
誘
導
に
と
ど
ま
る
北
欧
諸
国
の
よ
う
な
「
立
法
統
制
」
（
ω
辞
象
暮
o
曙
話
鵬
巳
畳
9
）
と
の
二
つ
の
タ
イ
プ
に
分
け

　
て
い
る
。

（
2
）
　
英
国
の
ロ
ー
カ
ル
・
ガ
バ
ナ
ン
ス
に
つ
い
て
は
大
山
（
二
〇
〇
一
）
て
、
地
方
選
挙
の
低
投
票
率
と
い
う
問
題
に
つ
い
て
は
大
山

　
（
二
〇
〇
五
）
で
考
察
し
た
。

（
3
）
　
当
初
の
案
で
は
A
か
ら
G
ま
で
の
七
つ
の
価
格
帯
だ
っ
た
が
、
富
裕
層
に
対
す
る
課
税
が
甘
い
と
の
批
判
が
出
て
、
価
格
帯
H
が
追

加
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
（
北
村
、
一
九
九
八
）
。

（
4
）
　
一
九
九
七
年
の
総
選
挙
公
約
で
は
、
労
働
党
は
、
事
業
用
レ
イ
ト
に
つ
い
て
ビ
ジ
ネ
ス
と
協
議
す
る
、
と
す
る
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。

　
こ
れ
に
対
し
て
、
保
守
党
は
中
小
企
業
に
対
す
る
事
業
用
レ
イ
ト
の
減
税
を
、
自
民
党
は
事
業
用
レ
イ
ト
を
自
治
体
に
戻
す
こ
と
を
公
約

　
と
し
て
掲
げ
て
い
た
（
≦
房
呂
嘗
α
O
曽
B
o
8
8
』
O
N
）
。

（
5
）
　
税
金
が
重
要
な
政
治
的
争
点
に
な
り
う
る
こ
と
は
、
法
外
な
関
税
を
課
税
さ
れ
た
英
国
植
民
地
で
あ
っ
た
ボ
ス
ト
ン
の
人
び
と
が

　
「
代
表
な
く
し
て
課
税
な
し
」
（
Z
o
蜜
釜
試
書
三
9
3
π
8
お
紹
旨
讐
δ
P
）
と
し
て
英
国
本
国
に
反
旗
を
翻
し
て
ボ
ス
ト
ン
茶
会
事
件

　
を
起
こ
し
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
。

（
6
）
　
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
以
降
の
英
国
政
府
は
、
公
務
員
、
税
金
、
財
政
支
出
の
三
点
で
大
き
な
政
府
に
向
か
っ
て
い
る
と
分
析
さ
れ
て
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い
る
。
望
8
げ
①
昌
菊
O
巨
霧
O
P
．
、
』
仁
ω
け
≦
冒
象
『
錺
竃
づ
ω
8
≦
昌
α
O
昌
①
譲
一
浮
巴
一
〇
ξ
8
ω
鳶
、
、
b
ミ
骨
8
魁
鴨
吋
ミ
も
登
認
＼
8
＼
8
0
Go
堕

　
ぼ
8
”
＼
＼
≦
≦
峯
邑
Φ
鷺
8
7
8
●
¢
ミ
器
乏
ω
＼
ヨ
巴
昌
．
＃
日
一
認
旨
一
開
＼
冨
≦
ω
＼
8
8
＼
O
。
＼
旨
言
馨
鋤
8
旨
。
x
ヨ
一
、
二
〇
〇
三
年
九
月
三
〇
日
ア

　
ク
セ
ス
。
な
お
、
財
務
大
臣
の
ゴ
ー
ド
ン
・
ブ
ラ
ウ
ン
（
O
o
巳
2
野
o
名
昌
）
は
、
ブ
レ
ア
に
次
ぐ
党
内
ナ
ン
バ
ー
ツ
ー
で
、
次
期
首
相

　
候
補
と
目
さ
れ
て
い
る
実
力
者
で
あ
る
。

（
7
）
O
Φ
o
眞
①
笥
o
ま
P
、
．
卑
o
≦
昌
巳
毒
鷺
の
α
①
8
R
ぎ
辞
o
話
弩
o
げ
ξ
o
中
8
巨
。
曲
＝
節
×
話
＜
o
一
戸
．
、
b
亀
誉
ご
N
轟
、
§
査
＝
＼
匿
＼
。
し。
堕

　
馨
8
一
＼
＼
≦
巧
≦
琶
o
讐
8
『
8
。
⊆
ミ
器
著
ω
＼
ヨ
巴
戸
甘
什
ヨ
一
穿
日
7
＼
器
薫
ω
＼
8
8
＼
一
N
＼
目
＼
口
σ
ロ
亀
一
図
日
一
二
〇
〇
三
年
一
二
月
一
一
日

　
ア
ク
セ
ス
。

（
8
）
　
英
国
自
治
体
の
再
編
と
政
党
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
大
山
（
二
〇
〇
五
）
を
参
照
。

（
9
）
　
た
だ
し
、
自
治
体
監
査
委
員
会
（
＞
¢
9
侍
O
o
ヨ
日
誘
一
8
秘
。
O
G
。
α
）
は
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
上
昇
率
と
政
党
政
治
と
の
関
係
に
否
定
的

　
で
あ
る
。

（
1
0
）
　
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
指
向
型
条
件
整
備
（
高
サ
ー
ビ
ス
高
負
担
）
自
治
体
と
し
て
キ
ャ
ム
デ
ン
区
を
、
市
場
指
向
型
条
件
整
備
（
低
サ
ー

　
ビ
ス
低
負
担
）
自
治
体
と
し
て
ウ
ェ
ス
ト
ミ
ン
ス
タ
ー
区
を
取
り
上
げ
、
両
区
に
お
け
る
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
格
差
の
比
較
事
例
研
究
を

　
行
っ
た
山
本
隆
（
二
〇
〇
三
）
が
興
味
深
い
。

（
H
）
　
近
年
、
住
宅
の
ミ
ニ
・
バ
ブ
ル
と
い
う
こ
と
が
い
わ
れ
て
い
る
。
サ
ッ
チ
ャ
ー
保
守
党
政
権
が
自
治
体
住
宅
を
民
間
に
売
却
し
た
持

　
ち
家
政
策
に
よ
っ
て
住
宅
を
所
有
す
る
人
び
と
が
増
え
、
住
宅
の
ミ
ニ
・
ベ
ブ
ル
が
発
生
し
て
景
気
の
持
続
的
拡
大
の
背
景
を
な
し
て
い

　
る
。

（
1
2
）
　
一
九
九
七
年
以
来
七
年
問
キ
ャ
ッ
ピ
ン
グ
は
行
わ
れ
な
か
っ
た
が
、
副
首
相
府
は
、
二
〇
〇
四
年
度
カ
ウ
ン
シ
ル
税
の
上
昇
率
査
定

基
準
と
し
て
、
上
昇
率
を
イ
ン
フ
レ
率
以
下
で
一
桁
（
一
〇
％
未
満
）
に
抑
え
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
明
言
し
た
。
二
〇
〇
四
年
五
月
、

政
府
は
六
自
治
体
（
ノ
ッ
テ
ィ
ン
ガ
ム
、
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
シ
ャ
ー
、
テ
ル
フ
ォ
ー
ド
・
レ
キ
ン
、
ト
ー
ベ
イ
、
フ
ェ
ン
ラ
ン
ド
、
シ
ェ
プ

　
ウ
ェ
イ
）
と
ヘ
レ
フ
ォ
ー
ド
・
ウ
ス
タ
ー
消
防
の
予
算
に
キ
ャ
ッ
プ
を
か
け
る
と
発
表
し
た
。

（
1
3
）
　
た
と
え
ば
耳
8
”
＼
＼
≦
巧
≦
ヒ
℃
ヨ
鴇
q
8
φ
8
ヨ
＼
o
＜
角
≦
Φ
毛
を
7
＝
＞
O
占
O
↓
に
は
、
ロ
ン
ド
ン
北
西
部
ブ
レ
ン
ト
区
の
郵
便
番

号
＝
＞
O
㊤
O
↓
周
辺
の
地
域
情
報
が
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
地
域
情
報
に
は
小
・
中
・
高
校
の
成
績
だ
け
で
な
く
、
強
盗
・
窃
盗
の
犯
罪

率
や
不
動
産
価
格
ま
で
広
く
含
ま
れ
て
い
る
。
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（
1
4
）
　
≦
房
o
＝
m
口
血
O
き
ざ
（
8
8
る
O
o
。
）
で
は
一
九
％
と
な
っ
て
い
る
が
、
近
藤
（
二
〇
〇
一
b
、
四
）
で
は
一
二
％
と
な
っ
て
い
る
。

（
1
5
）
　
こ
こ
で
一
般
補
助
金
を
巨
o
良
鵬
轟
筥
と
呼
ぶ
の
は
、
一
般
補
助
金
の
う
ち
、
歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
、
後
述
）
の
交
付
水
準

　
を
左
右
す
る
標
準
支
出
査
定
額
（
S
S
A
、
後
述
）
の
算
定
が
、
教
育
、
対
人
社
会
福
祉
サ
ー
ビ
ス
、
警
察
、
消
防
、
道
路
維
持
、
環
境

保
護
文
化
サ
ー
ビ
ス
、
資
本
財
源
の
七
つ
の
サ
ー
ビ
ス
・
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
行
わ
れ
る
た
め
で
あ
る
（
近
藤
、
二
〇
〇
一
a
、
六
六
）
。

（
1
6
）
特
定
補
助
金
は
、
使
途
に
応
じ
て
経
常
特
定
補
助
金
（
寄
＜
2
器
oっ
幕
象
8
9
弩
一
ω
）
と
資
本
特
定
補
助
金
（
9
宜
＄
一
9
霧
ヨ
。

の
轟
葺
ω
）
に
分
け
ら
れ
、
経
常
特
定
補
助
金
は
、
さ
ら
に
A
E
F
内
特
定
補
助
金
（
9
9
庄
∩
9
き
冨
三
9
ぎ
＞
国
閃
）
、
A
E
F
外
特

定
補
助
金
（
9
①
o
ま
o
O
轟
昌
ω
0
9
ω
こ
Φ
＞
国
閃
）
、
住
宅
会
計
助
成
金
（
＝
窪
巴
躍
寄
く
窪
莞
＞
8
2
旨
辞
ω
菩
巴
身
）
の
三
つ
に
分
け

　
ら
れ
る
。
な
お
、
A
E
F
と
は
中
央
政
府
補
助
財
源
（
＞
膿
お
鴇
9
国
答
Φ
ヨ
巴
固
墨
R
。
）
の
こ
と
で
、
事
業
用
レ
ー
ト
（
N
D
R
）
、

歳
入
援
助
交
付
金
（
R
S
G
）
、
A
E
F
内
特
定
補
助
金
の
三
つ
か
ら
な
る
（
近
藤
、
二
〇
〇
一
a
、
五
五
、
五
七
）
。

（
1
7
）
　
交
付
金
の
分
配
方
式
な
ど
細
部
に
つ
い
て
も
実
質
的
に
こ
の
場
で
決
ま
る
と
い
う
。
ま
た
、
中
央
と
地
方
と
で
地
方
財
政
問
題
を
話

　
し
合
う
場
と
し
て
、
か
つ
て
は
地
方
財
政
協
議
会
（
O
O
ピ
O
問
）
と
い
う
場
が
設
け
ら
れ
て
い
た
が
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
が
誕
生
し
た

　
一
九
九
七
年
に
C
L
P
が
発
足
し
た
こ
と
に
伴
い
、
C
L
P
の
財
政
小
委
員
会
と
し
て
吸
収
さ
れ
た
と
い
う
。

（
1
8
）
　
L
G
A
は
、
イ
ン
グ
ラ
ン
ド
や
ウ
ェ
ー
ル
ズ
の
す
べ
て
の
自
治
体
が
加
盟
す
る
団
体
で
、
こ
れ
も
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
が
誕
生
し
た

　
一
九
九
七
年
に
、
カ
ウ
ン
テ
ィ
協
会
、
デ
ィ
ス
ト
リ
ク
ト
協
会
な
ど
の
地
方
諸
団
体
が
統
合
さ
れ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。

（
1
9
）
　
資
本
支
出
は
、
資
本
特
定
補
助
金
、
起
債
収
入
、
資
産
売
却
収
入
な
ど
が
財
源
と
な
っ
て
い
る
。

（
2
0
）
　
し
か
し
、
近
藤
（
二
〇
〇
一
b
）
自
身
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
政
権
交
代
以
後
、
ブ
レ
ア
労
働
党
政
権
の
重
点
政
策
で
あ
る
教

　
育
関
係
の
財
政
支
出
が
伸
び
て
い
る
。

参
考
文
献

天
川
晃
（
一
九
八
六
）
「
変
革
の
構
想
－
道
州
制
の
文
脈
」
大
森
彌
・
佐
藤
誠
三
郎
編
著
『
日
本
の
地
方
政
府
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一

　
二
－
一
三
七
頁
。

＞
＆
詳
O
O
ヨ
琶
ω
ω
一
〇
口
（
8
β
ω
。
O
G
。
』
。
。
“
）
9
ミ
ミ
罫
§
巻
亀
℃
ミ
♂
、
ミ
ミ
§
』
鴇
塁
の
ミ
鳴
ミ
、
し
o
ら
ミ
覇
§
織
き
ミ
嘗
傍
ミ
、
ミ
♂
、
ー

　
ミ
亀
ミ
飛
融
、
。
り
誉
曳
鴨
凝
ミ
亀
ミ
織
○
ミ
、
ミ
短
O
ミ
ミ
勢
黛
h
ミ
蟹
ミ
ミ
）
O
Φ
o
①
ヨ
σ
R
．
＞
⊆
象
一
〇
〇
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
p
（
日
ε
一
＼
＼
≦
≦
塑
磐
象
辞
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1
8
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
P
鵬
o
＜
ヒ
ミ
o
唱
蝉
＼
）

》
⊆
島
辞
O
O
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
冨
（
N
O
8
四
）
』
ミ
§
ミ
ミ
訪
鳶
◎
、
洋
さ
貸
、
肉
ミ
織
鳴
丸
O
ら
き
竪
ミ
吋
鳴
も
鳴
一
＞
仁
象
け
O
o
巨
ヨ
一
ω
ω
一
〇
算
（
算
8
“
＼
＼
≦
≦
名
。
四
⊆
良
辞

　
－
8
B
ヨ
凶
の
ω
一
〇
P
鴨
O
＜
ヒ
ミ
℃
8
α
仁
9
ω
＼
＞
O
l
菊
国
℃
○
園
日
＼
国
ω
ゆ
㎝
U
①
oo
O
－
O
oo
雪
山
崔
刈
－
ゆ
ω
ω
問
－
O
O
①
O
O
oo
㎝
問
oo
㎝
認
＼
＞
口
づ
仁
四
一
1
お
℃
O
ほ
1
8
0
Go
。

　
も
象
、
二
〇
〇
三
年
九
月
ア
ク
セ
ス
）

＞
⊆
象
け
O
o
B
巨
一
ω
ω
一
〇
コ
（
N
O
O
ω
σ
）
O
◎
還
o
ミ
欝
O
o
駐
ミ
ミ
貸
ミ
題
、
』
ミ
b
こ
ミ
§
鳴
ミ
隣
§
織
『
＼
誤
、
黛
卜
象
ミ
、
ミ
ミ
箒
し
リ
ミ
註
題
G
。
）
＞
但
良
辞

　
O
O
目
ヨ
一
ω
ω
一
〇
づ
’

＞
仁
象
ひ
9
日
昌
量
g
（
8
8
0
）
↓
ミ
G
。
～
き
、
ぎ
、
き
群
し
o
象
、
ミ
）
＞
邑
詳
9
ヨ
巨
ω
巴
o
p

＞
⊆
e
け
O
o
ヨ
ヨ
一
の
ω
一
〇
⇒
（
N
O
O
ω
α
）
O
◎
ミ
ミ
9
N
8
隣
～
』
§
ら
ミ
霧
翁
ミ
鳶
＼
ミ
）
＞
仁
α
詳
O
O
B
ヨ
一
ω
ω
一
〇
p
　
　
（
耳
8
”
＼
＼
譲
毛
ゑ
●
鋤
⊆
α
一
↑
8
ヨ
ヨ
一
ω
－

　
ω
凶
o
p
臓
○
＜
ヒ
ミ
お
O
o
詳
ω
＼
Z
＞
↓
一
〇
Z
＞
b
I
力
国
℃
O
力
↓
。
器
蔦
O
碧
①
吟
o
『
旨
O
“
℃
力
国
oo
ω
－
O
国
Z
↓
菊
国
帥
ヰ
o
ヨ
℃
勾
国
ω
oD
目
Z
＞
↓
一
〇
Z
》
［

　
－
菊
国
℃
O
勾
↓
卸
零
○
亀
O
閥
器
0
8
旨
O
－
＞
お
㎝
ム
O
嵩
－
＞
＞
雪
－
一
〇
〇
嵩
9
0
U
畠
国
O
、
二
〇
〇
三
年
一
二
月
九
日
ア
ク
セ
ス
）

＞
ロ
島
δ
O
o
ヨ
ヨ
一
ω
ω
一
〇
口
（
N
O
8
）
』
肉
o
＼
R
♂
＼
O
誉
黛
ミ
頭
鰹
O
鳴
ミ
、
ミ
O
O
竃
、
ミ
ミ
～
ミ
、
』
ミ
耐
、
竃
ミ
織
O
醤
き
肉
ミ
、
き
晦
卜
象
ミ
O
o
ミ
＼
§
§
鳴
ミ
㌧

　
の
魅
、
竃
ら
鳴
o
っ
曽
＞
二
α
評
O
O
巳
一
B
一
ω
oD
一
〇
P

ω
o
ひ
Q
α
帥
⇒
o
び
く
R
口
o
昌
（
凹
O
O
一
）
b
魅
魁
o
ミ
織
ミ
噛
き
蔑
ミ
q
ミ
篤
欝
織
映
き
偽
駄
o
ミ
曽
0
4
0
『
α
d
三
く
R
ω
凶
蔓
℃
お
ω
ω
，

ω
お
日
O
o
⊆
⇒
o
一
一
（
N
O
8
）
』
－
N
o
、
b
o
ミ
ミ
、
G
も
ミ
ミ
竃
、
的
ミ
竃
ら
籠
℃
ミ
o
。
§
融
＼
ミ
ミ
ご
§
も
ミ
的
b
魅
ミ
織
き
偽
♂
鳩
、
O
o
ミ
ミ
9
N
8
亀
～
貸
§
織

　
恥
ミ
吻
き
題
恥
肉
ミ
鳴
、
隣
短
貼
、
o
づ
㍉
嚇
噂
も
軸
－
魎
る
も
ド
ω
お
旨
O
o
＝
⇒
o
芦
（
耳
8
”
＼
＼
≦
毛
毛
’
げ
お
目
、
鴨
o
＜
ヒ
閃
）

ゆ
⊆
二
R
曽
U
m
＜
凶
鼻
＞
ロ
α
お
≦
＞
α
○
旨
一
ω
餌
口
α
↓
o
昌
『
↓
蚕
く
①
目
ω
（
一
〇
濾
）
肉
ミ
ミ
ミ
導
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〇
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テ
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七
日
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ス
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治
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分
権
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ー
ナ
リ
ス
ト
の
会
編
（
二
〇
〇
二
）
『
英
国
の
地
方
分
権
改
革
ー
ブ
レ
ア
の
挑
戦
』
日
本
評
論
社
。

自
治
体
国
際
化
協
会
（
二
〇
〇
三
）
『
英
国
の
地
方
自
治
』
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体
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際
化
協
会
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融
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ミ
港
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口
＜
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一
d
巳
＜
R
ω
一
蔓
零
①
ω
ω
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北
村
裕
明
（
一
九
九
八
）
『
現
代
イ
ギ
リ
ス
地
方
税
改
革
論
』
日
本
経
済
評
論
社
。

近
藤
賢
治
（
二
〇
〇
一
a
）
「
第
一
章
　
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
税
財
政
制
度
」
『
主
要
国
の
地
方
税
財
政
制
度
（
イ
ギ
リ
ス
・
ド
イ
ツ
・
フ
ラ
ン

　
ス
・
ア
メ
リ
カ
）
』
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
、
六
月
、
一
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一
二
五
頁
。
日
8
”
＼
＼
≦
≦
奎
ヨ
9
ぬ
ρ
甘
＼
す
仁
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一
』
＼
ω
O
臣
ミ
冨
亭

　
ξ
ミ
築
8
0
0
も
島
二
〇
〇
三
年
一
〇
月
七
日
ア
ク
セ
ス
。

近
藤
賢
治
（
二
〇
〇
一
b
）
「
第
一
章
　
イ
ギ
リ
ス
の
地
方
税
財
政
制
度
の
概
要
」
『
主
要
国
の
地
方
税
財
政
制
度
の
概
要
（
イ
ギ
リ
ス
・
ド

　
イ
ツ
・
フ
ラ
ン
ス
・
ア
メ
リ
カ
）
』
財
務
省
財
務
総
合
政
策
研
究
所
、
六
月
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二
－
一
三
頁
、
耳
8
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＼
≦
≦
≦
ヨ
○
胤
ぬ
9
ピ
＼
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仁
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＼
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＼
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〇
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水
口
憲
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（
二
〇
〇
〇
）
「
地
方
自
治
と
民
主
主
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」
『
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策
科
学
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七
日
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二
九
一
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頁
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、
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＼
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＼
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＼
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〇
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〇
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。
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山
本
隆
（
二
〇
〇
三
）
『
イ
ギ
リ
ス
の
福
祉
行
財
政
“
政
府
間
関
係
の
視
点
』
法
律
文
化
社
。

英国の地方税財政制度とアカウンタヒリティ

　
筆
者
は
、
二
〇
〇
三
年
度
に
ロ
ン
ド
ン
・
ス
ク
ー
ル
・
オ
ブ
・
エ
コ
ノ
ミ
ッ
ク
ス
政
治
学
部
ア
カ
デ
ミ
ッ
ク
・
ビ
ジ
タ
ー
（
慶
鷹
義
塾
派

遣
留
学
生
）
と
し
て
英
国
ロ
ン
ド
ン
に
滞
在
す
る
機
会
を
得
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
ま
た
、
有
益
な
資
料
や
貴
重
な
情
報
・
意
見
・
コ
メ

ン
ト
を
提
供
い
た
だ
い
た
0
8
鑛
①
≦
●
と
器
ω
（
L
S
E
）
、
白
井
利
明
（
在
英
国
日
本
国
大
使
館
）
、
谷
澤
叙
彦
（
在
連
合
王
国
日
本
国

大
使
館
）
、
安
藤
明
（
自
治
体
国
際
化
協
会
ロ
ン
ド
ン
事
務
所
）
、
石
上
泰
州
（
平
成
国
際
大
学
）
、
柏
木
友
紀
（
朝
日
新
聞
）
、
堀
江
湛
（
慶

鷹
義
塾
大
学
名
誉
教
授
）
、
山
根
隆
治
（
民
主
党
参
議
院
議
員
）
、
加
藤
秀
治
郎
（
東
洋
大
学
）
、
富
崎
隆
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駒
澤
大
学
）
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鎌
滝
博
雄
（
友
愛

連
絡
会
事
務
局
長
）
、
宇
田
信
一
郎
（
L
S
E
国
際
社
会
経
済
フ
ォ
ー
ラ
ム
会
長
）
、
高
安
健
将
（
L
S
E
）
、
谷
藤
悦
史
（
早
稲
田
大
学
）
、

中
村
祐
司
（
宇
都
宮
大
学
）
、
池
谷
知
明
（
拓
殖
大
学
）
、
oo
プ
①
一
一
9
・
≦
巴
溶
ニ
プ
β
≦
巴
血
＝
ぼ
零
ざ
巨
の
亀
三
き
）
）
≧
醇
鉱
『
勾
餌
ヨ
ω
塁

（
〇
三
9
ω
Φ
R
Φ
9
身
．
ω
O
塗
8
」
ω
5
9
三
鋤
⇒
O
o
＜
Φ
旨
ヨ
Φ
旨
）
の
各
氏
に
感
謝
し
た
い
（
順
不
同
、
肩
書
き
は
面
会
当
時
の
も
の
）
。
ま

た
、
二
〇
〇
四
年
度
慶
鷹
義
塾
大
学
学
事
振
興
資
金
の
援
助
を
受
け
た
こ
と
に
感
謝
し
た
い
。
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